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【主な記事】
◆第169回中央委員会	 2～3面
◆連載：困ったときの法律相談	 4～5面
◆PSI-UP DATEほか	 6面
◆春闘中央討論集会基調講演ダイジェスト	 7面
◆第18回自治研賞ほか	 8面

賃上げ獲得への期待背に賃上げ獲得への期待背に
2026春闘が本格始動2026春闘が本格始動

自治労は1月 29～ 30日、東京で第169回中央委員会を開催、2026春闘方針と当
面の闘争方針を決定した。参加者数は中央委員、傍聴者を合わせて約500人。物価上昇
を上回る賃上げの獲得をめざした春闘が、本格的に始まる。

第169回
中央委員会

　今次中央委員会は、突
然の解散・総選挙の中での開催とな
った。
　石上千博中央執行委員長のあい
さつ（2面に要旨）に続き、一般経
過報告、2025 現業・公企統一闘争
総括（案）、2026 年度一般会計・特
別会計中間決算報告、監査報告の
承認の後、第 1 号議案・2026 春闘
方針（案）、第 2 号議案・当面の闘
争方針（案）、第 3 号議案・2026 年

度一般会計第 1 次補正予算（案）を
提案した（2面に要旨）。
　2 日間の討論では報告について 10
県本部 10 人、議案について 27 県本
部 27 人の中央委員が発言（3面に
要旨）。いずれの議案も圧倒的多数
の賛成で可決された。
　2026 春闘が本格的に始動する。
賃上げへの組合員の強い期待を背
に、すべての単組・県本部で交渉を
行い、要求実現をめざす。
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石上千博中央執行委員長あいさつ

本部方針の提案
■ 第１号議案・2026春闘方針（案）

　2026 春闘は、
実質賃金の低迷
が続く中で、物

価上昇を上回る賃上げを実現する重
要なたたかいです。自治体単組と公
共民間単組が連携して労務費等の適
正な価格転嫁などに取り組み、中
小・地場の賃金水準の底上げへとつ
なげましょう。
　公務職場では人材確保難が続き、
長時間労働が常態化しています。ま
た、首長などによるハラスメント問
題は、旧態依然とした職場実態を表
しています。より良い公共サービス

　自治労 2026 春闘の要求の柱は以
下４点。①「人員確保」を最重点課
題とし、すべての単組が要求し６月
期の人員確保闘争につなげる。②賃
金の運用改善、働き続けられる職場
の実現のため、１単組１要求の上、
交渉に取り組む。③ジェンダー平等
の観点からの職場点検を通じて要
求・交渉に取り組む。④公共サービ

を安定的に提供するための体制確立
と職場環境の改善は、当局の当然の
責務です。労働組合として当局の認
識を質し、要因分析と対策を追求す
ることも春闘の重要な課題です。
　今回の解散・総選挙は国民生活や
現場を顧みない大義なき自己都合解
散です。「中道改革連合」が掲げる
社会像は、自治労がめざす政策とお
おむね一致していると判断しました
が、十分に議論が尽くされていない
政策があることは事実です。選挙後
も継続して中道改革連合の政策に意
見反映を強める決意です。

　産別体制・財政
の構造改革につい
ては、組織討議の
促進と成案化にむ
けたブロック別県
本部代表者会議を
開催する。
　2026 現業・公企統一闘争について
は、全単組で取り組む闘争であるこ
とを再認識し進める。公共の役割を
見つめ直し、委託業務についてはサ
ービスの質などを検証・分析し、課
題が生じている場合は「再公営化」
にむけた取り組みを進める。
　政府予算案において前年を上回る
水準の地方一般財源総額が確保され
たことから、公共サービスの充実や
処遇改善、人員確保に取り組む。

　2026 年度一般会
計予算について、
第1次補正を行う。
　支出の部に、退
職金支出増による
執行予定額との差
額 2,000 万円を計
上。円安ユーロ高の影響による PSI

（国際公務労連）会費の支出想定額
との差額 1,300 万円を計上する。

ス民間労働者の賃上げ原資の確保、
物価高による行政運営にかかる経費
増大への対応として労務費の適切な
価格転嫁を推進する。
　「あなたの声ではじまる春闘」を
キーワードに、職場討議を通じて課
題や声を要求とし、1 年の取り組み
のスタートである春闘から、課題の
前進をはかる。

物価上昇を上回る賃上げを物価上昇を上回る賃上げを
官民一体で実現しよう官民一体で実現しよう

人員確保を最重点課題に設定人員確保を最重点課題に設定
春闘から課題の前進を春闘から課題の前進を 伊藤 功

書記長

木村 ひとみ 副委員長

榎本 朋子 書記次長

■�第2号議案・
　当面の闘争方針（案）

■�第3号議案・
　2026年度一般会計
　第1次補正予算（案）
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　春闘の推進について、「県本部の
春闘要求アンケートからも、賃金が
物価上昇に追いついていないことは
明らか。春闘の柱である人員確保
は、通年闘争として展開すべく準備
している」、「統一闘争の再構築が必
要。再任用職員の一時金支給月数の
改善は、すべての仲間が結集するた
めに重要」、「再任用職員の一時金支
給月数の改善の団体署名に積極的に
取り組もう」、「高齢層職員の賃金水
準の改善を」などの意見があった。
　また、「人勧が出れば自動的に賃
金が決まるのではない。春闘を自分
ごととしてたたかうことが重要だ」、

「医療・介護人材の賃金改善と首長
の責任ある対応を求め、2026 春闘
からたたかいをスタートさせる」と
の発言があった。

　公立病院の経営危機と地域医療再
編について、統廃合に対する取り組

みの報告、国の財政支援を求める意
見が出された。
　また、地域で不可欠な不採算医療
を担っている公立病院の、財政難を
理由とした賃金改定の未実施を許さ
ないたたかいについて、闘争報告と
取り組み強化の意見があった。
　会計年度任用職員の雇用更新年限
の撤廃と処遇改善の取り組み推進、
地域手当制度の抜本的見直しの取り
組みについて意見があった。
　地方財政確立については、「安易な
減税が地方財政に及ぼす影響に警戒
し対策の強化を」、「自治法第 99 条に
基く自治体議会意見書の採択の取り
組みを広げよう」等の意見があった。
　災害時の職員用食料の備蓄につい
て、職場で備蓄するように県の業務
継続計画を改正させた報告と、取り
組みの全国化の提起があった。
　ヘイトスピーチの法規制の強化の
必要性を訴える意見、三重県知事に
よる職員採用の国籍要件の厳格化の
発言に抗議し撤回を求める闘争の報
告があった。
　「運動と闘争の強化にむけた産別
体制・財政の構造改革（組織討議

案）」にかかわり、報告と意
見が出された。とりわけ組
合費引き上げの提案につい
ては、「必要性は理解するが、
単組の受け止めは厳しい。
段階的な引き上げも検討を」
などの意見があった。
　1 月 27 日に公示された衆

議院選挙にかかわっては、立憲民主
党と公明党の衆議院議員が結集して
設立した中道改革連合の候補を支援
し、全力で取り組む決意が、多くの
中央委員から表明された。
　また、中道改革連合の政策に自治
労の意見を反映させる取り組みの強
化を求める意見があった。

■ 2026 春闘方針（案）
　確定闘争の獲得成果に敬意を表
し、全国に発信して共有したい。再
任用職員の一時金、高齢層職員の賃
金水準の改善に、公務員連絡会に結
集し制度見直しに取り組む。春闘の
取り組みを人勧期闘争につなげる。
自分たちの賃金は自分たちで決める
構えで、粘り強く取り組む。

■当面の闘争方針（案）
　発言いただいた課題について、県
本部・単組の取り組みに敬意を表し
つつ、問題提起を受け止め、闘争方
針案を豊富化する。
　衆議院選挙では、改憲と軍拡に突
き進む自民党・高市政権に対峙し、
推薦候補の勝利に総力をあげる。中
道改革連合に対しては、労働組合と
政党の違いを意識しながら、引き続
き自治労の意見反映をはかっていく。
　「運動と闘争の強化にむけた産別
体制・財政の構造改革（組織討議
案）」は、2月に3カ所で開くブロック
会議でさらに議論を深める。

議案をめぐる討論では、確定闘争の総括と 2026 春闘の推
進、産別体制・財政の構造改革と組織強化・拡大などを議
論。また、衆議院選挙闘争についても多くの発言があった。

職場の仲間の声集め職場の仲間の声集め
2026春闘に起ち上がろう2026春闘に起ち上がろう

各号議案をめぐる質疑・討論

本部答弁 意見踏まえ方針を補強

2026春闘方針（案）

第1号議案

当面の闘争方針（案）

第2号議案
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カスハラに関する法律
　事業主にカスタマーハラスメント（以下「カ

スハラ」といいます。）防止のための雇用管理上必要な
措置を講じることが法律で義務化されました（労働施策
総合推進法 33 条 1 項）。改正法は 2026 年 10 月１日に施
行されます。
　同法のカスハラとは、次の①～③の要素（以下「カス
ハラ３要素」といいます。）を満たすものをいいます。
　職場において行われる①顧客等の言動であって、②そ
の雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に
照らして社会通念上許容される範囲を超えたものによ
り、③労働者の就業環境が害されるもの
　事業主は、労働者がカスハラの相談等をしたことを理
由とする不利益取扱いをすることを禁止されています
（同条２項）。また、同法 34 条で、カスハラに関する国、
事業主、労働者、顧客等の責務が定められています。こ
れらの規定は地方公務員にも適用されます（同法48条）。

カスハラとは
　カスハラの内容や、事業主が講ずべき措置の内容等の
詳細は、厚生労働大臣が定める指針（「事業主が職場に
おける顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上
講ずべき措置等についての指針」）に定められます（同
法 33 条４項）。事業主の同指針違反が労働者の損害賠償
請求権を直接基礎づけるわけではありませんが、事業主
が指針に沿って十分な防止措置を講じることは、安全配
慮義務違反などの判断で考慮される事実となります。
　2026 年１月 20 日に指針案要綱（以下「指針案」とい
います。）が公表されました。指針案と同様の指針が２
月１日に告示され、改正法が施行される 10 月 1 日から
適用されます。　

　以下では指針案にそって説明します。
　カスハラ３要素①の「顧客等」とは、顧客、取引の相
手方、施設の利用者その他の当該事業主の行う事業に関
係を有する者を指し、今後商品の購入やサービス・施設
の利用をする可能性がある潜在的な顧客等も含みます。
施設の利用者だけでなくその家族や施設の近隣住民等も
含みます。
　②の「その雇用する労働者が従事する業務の性質その
他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超え
た」言動とは、社会通念に照らし、当該顧客等の言動の
内容が契約内容からして相当性を欠くもの、又は手段や
態様が相当でないものを指します。この判断に当たって
は、「様々な要素（当該言動の目的、当該言動を受けた
労働者の問題行動の有無や内容・程度を含む当該言動が
行われた経緯や状況、業種・業態、業務の内容・性質、
当該言動の態様・頻度・継続性、労働者の属性や心身の
状況、当該言動の行為者とされる者との関係性等）を総
合的に考慮する」こととされていますが、「言動の内容」
または「手段や態様」のいずれか一方のみが社会通念上
許容される範囲を超える場合でも②に当たりえます。
　なお、障害者から労働者に対して障害を理由とする不
当な差別的取り扱いをしないよう求めることや、社会的
障壁の除去を求める意思を表明すること自体はカスハラ
には当たらないとされています。
　具体的な②の言動の例は次の通りです。

寄稿連載

事業主のカスハラ防止措置が義務化されると聞きました。組合としてどのような取り組
みをすればよいでしょうか。相談

困ったときの

法律法律
相談相談

カスハラ防止に関する
最近の動き

上田 貴子
自治労顧問弁護士答える

人

回答

イ�「言動の内容」が社会通念上許容される範囲を超えるもの

（イ）�要求に理由がない又は商品・サービス等と全く関係のない
要求（例：性的な要求や、労働者のプライバシーに関わる
要求など）

（ロ）�契約等により想定しているサービスを著しく超える要求
（ハ）対応が著しく困難な又は対応が不可能な要求
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事業主が講ずべき措置
　指針案で示された事業主が講ずべき措置は次の通りで
す。
①事業主の方針の明確化及びその周知・啓発、②相談（苦
情を含む）に応じ、適切に対応するために必要な体制の
整備、③職場におけるカスハラに係る事後の迅速かつ適
切な対応、④職場におけるカスハラへの対応の実効性を
確保するために必要な抑止のための措置、⑤①～④とあ
わせて講ずべき措置として相談者等のプライバシーを保
護するために必要な措置を講じること及び周知、相談等
を理由として不利益な取扱いをされない旨の定め及びそ
の周知
　指針案では、①～⑤の措置の具体例や留意事項が示さ
れていますので、当局に要求する際に指摘するとよいで
しょう。

　例えば、①の措置については、カスハラには毅然とし
た態度で対応し、労働者を保護する旨の方針を「顧客等
に周知・啓発することも被害の防止に当たっては効果的
と考えられる」とされています。特に地方公共団体では、
住民等の理解を得ることが重要です。
　また、カスハラが発生し、管理監督者が直ちに適切な
対応をすることが必要な場合もあることを踏まえ、予め
対処の内容を定めることが求められています。定める対
処の内容の例としては「可能な限り労働者を１人で対応
させないこと」「顧客等のやり取りを録音・録画すること」
「暴行、傷害、脅迫などの犯罪に該当し得る言動につい
ては、警察へ通報すること」などがあげられています。

組合の取り組み
　公務職場のカスハラは、職員の人格権、地方公共団体
が平穏に公務を遂行する権利（千葉地判令和２年６月 25
日）を侵害し、公平・公正に行政サービスを提供するこ
とを困難にします。事業主のカスハラ防止措置義務を定
める法の施行前であっても、地方公共団体は職員に対し
て安全配慮義務や職場環境配慮義務を負い、カスハラ防
止はそれらの義務の一内容と考えられることから、当局
に対して早期に措置を講ずることを求めるべきでしょう。
　カスハラ対策は職員の職場環境に関する事項といえ、
組合の交渉の要求に対して当局が管理運営事項だとして
拒否することは許されません。むしろ、指針案で事業主
は「措置を講じる際に、必要に応じて、労働者や労働組
合等の参画を得つつ、アンケート調査や意見交換等を実
施するなどにより、その運用状況の的確な把握や必要な
見直しの検討等に努めることが重要」とされています。
労働組合との交渉や衛生委員会を活用することで、労使
でカスハラ防止に取り組むべきでしょう。
　地方公共団体は、カスハラ対策を講ずる際に住民の権
利を不当に侵害しないよう留意する必要があります。特
に、「福祉事務所、病院等のサービスが途絶すると生存に
影響が及ぶ施設等においては、その利用が途絶しない工夫
を行いつつ、カスタマーハラスメント対策を講ずること」
等が求められているため（参議院・衆議院附帯決議）、予
めよく検討し対処の内
容を定める必要があり
ます。前述の指針の内
容を参考にしつつ、職
場のカスハラの実態を
踏まえた、実効的なカ
スハラ対策を講じるよ
う求めましょう。

自治労の
カスハラ対応マニュアルは
こちらからダウンロード

※2023年 2月に作成したものです。

（二）�商品やサービス等の内容と無関係である不当な損害賠償要
求をすること

ロ�「手段や態様」が社会通念上許容される範囲を超えるもの

（イ）身体的な攻撃（暴行、傷害等）
例：�殴る、蹴る、叩く等の暴行を行うこと。物を投げつけ
ること。わざとぶつかること。つばを吐きかけること。 

（ロ）�精神的な攻撃（脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言、土下
座の強要等）
例：�店舗の物を壊すことやＳＮＳ等のインターネット上へ
悪評を投稿することをほのめかす発言によって労働者
を脅すこと。ＳＮＳ等のインターネット上へ労働者の
プライバシーに係る情報の投稿等をすること。人格を
否定するような言動（性的指向・ジェンダーアイデン
ティティに関する侮辱的な言動を行うことを含む）。
土下座の強要。盗撮や無断での撮影。性的指向・ジェ
ンダーアイデンティティ等の機微な個人情報につい
て、当該労働者の了解を得ずに他の者に暴露すること
等。

（ハ）威圧的な言動
例：�大きな声をあげて労働者や周囲を威圧すること。反
社会的な言動。

（ニ）継続的、執拗な言動
例：�同様の質問を執拗に繰り返すこと。当初の話からのす
り替え、揚げ足取り、執拗な責め立てをすること。同
様の電子メール等を執拗に繰り返し送りつけること。

（ホ）拘束的な言動（不退去、居座り、監禁）
例：�長時間に渡る居座りや電話で労働者を拘束すること。
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　国際公務労連（PSI）は、本日（1月
4日）未明に発生したベネズエラ・
ボリバル共和国に対する米国軍の介
入を強く糾弾する。
　これらの行為は、ベネズエラ国民
の主権、領土保全、自己決定権を侵
害するものである。国際法及び国連
憲章に対する重大な違反であり、地
域の平和と安定に対する危険な前例
とリスクをもたらす。
　PSI は、さらなる不確実性、不安
定性、そして生命・福祉・社会的権
利への脅威に直面するベネズエラ国
民と労働者階級に対し、深い連帯を
表明する。ベネズエラの未来はベネ
ズエラ国民のみに属し、彼ら自身の
社会的闘争、民主的プロセス、集団
的決定を通じて決定されねばならな
い。
　トランプ政権のこうした行動は、
地域諸国の安定、平和、国家主権に

　2026 ジェンダー平等推進のためのキャッチコピーは募集の結果、
入選作品が決まり、闘争推進ポテッカーに採用された。応募総数は
211 点。自治労本部ではポスターを職場に掲示し、ジェンダー平等推
進の啓発等に活用することを呼びかけている。

対する直接的な脅威であり、自らの
外交政策や利益に同意しない地域の
進歩的勢力を威嚇し弱体化させるこ
とを目的としている。
　トランプ政権は最近アルゼンチン
とブラジルの内政に容認できない形
で介入しきてきたが、ベネズエラに
おける一夜の行動は、これがエスカ
レートしたものであり、地域的な利
益圏の概念をさらに常態化するもの
である。これらの介入は二重に危険
である。なぜなら、自国の外交政策
目標を支持しない国の内政に地域大
国が軍事介入することを常態化させ
るからだ。これは米州諸国に重大な
危険をもたらし、他の地域にも危険
な前例となる。
　PSI は、米国石油企業がベネズエ
ラの石油産業に「非常に強く関与す
る」とするトランプの発言、および
ベネズエラの石油・土地・その他の

エネルギー資源を接収しようとする
あらゆる試みを糾弾する。これらの
発言は、アメリカの介入はベネズエ
ラ国民の利益に基づくという主張を
露呈させ、労働者の利益、平和、人
権よりも米国企業の利益を優先し続
けていることを浮き彫りにしてい
る。  
PSI は以下を要求する：  
1.� 米国による軍事的侵略の

即時停止  
2. �危機解決のための外交的手段へ

の回帰 
3.�ニコラス・マドゥロ大統領及び

シリア・フローレス大統領夫人の
即時安全確保と自由の保障  

4.�国際法及び国連憲章の原則に
対する無条件の尊重  

� （以下、略）

アメリカの軍事侵攻と
ベネズエラの主権侵害を
糾弾する

2026年度ジェンダー平等推進
キャッチコピー入選作決まる

特賞

佳作

▲

「普通はね」それはあなたの普通です　
　西井　祥則さん　（広島・県職連合）

▲

“からかい”はハラスメント。“尊重”がスタンダード
　大西　竜郎さん　（香川・県本部書記労）

▲

“男だから”“女だから”の前に、“人だから”。　貝持　妃弥香さん（和歌山・県職労）

▲

家族に必要なのは"ヒーロー"よりも"パートナー"　 竹下　智瑞さん（日本年金機構労組）

▲

使える制度　使える環境　みんなで作るいい職場　濵田　和彦さん（日本年金機構労組）

▲

寄り添いたい。言葉にできないSOSに。　村部　みどりさん（日本年金機構労組）
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PSI 発ニュースの転載記事です
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　　2025年12月8〜9日の春闘中央討論集会の基調講演の講師は、慶應義塾大学の井手英
策教授。与野党とも減税や給付など「票目当て」の政策を唱えるなか、税を確保し「弱者を生ま
ない社会」を創ることが必要だと提起した。

2026
春闘中央討論集会　

基調講演
ダイジェスト

「弱者を生まない社会」を
創り出すたたかいを

必要なのは成長よりも保障
ベーシックサービスの無償化を

増税をタブー視するな
税を通して公正な社会を創ろう

　私は貧困な母子家庭の生まれで
す。母が生活保護を受給することを
拒否していた姿を見て、弱者として
助けられることが屈辱を生むことを
実感してきました。だから「弱者を
助ける」より「弱者を生まない」こ
とが必要だと考えています。

　7 月の参議院選挙では与野党とも
減税や給付を公約に掲げました。消
費税を 5％下げても、低所得層への
恩恵は乏しいにもかかわらずです。
このような中で、外国人排斥を掲げ
る政党が伸長しました。「自己責任」
が蔓延し、既得権を持っているとさ
れたものが妬まれ、叩かれる風潮が
あるためです。日本では、そんな政
治がもう 30 年も続いています。
　問題は「将来不安」をどうするか
です。だから、経済成長にすがりつ

く。しかし先進諸国でも平均経済成
長率は 2％に届かず、家計消費も低
迷。世界的な人口減少は必至です。
　国民みなが安心して暮らせるよう
に、医療・介護・教育等のベーシッ
クサービスを所得制限なしで無償化
すべきだと考えます。働けなくなる
リスクは金持ちも同じですから、こ
れは貧しい人だけでなく、誰もが享
受できる権利です。このことで、救
済される屈辱感をなくせます。
　そして、何が基礎的なサービスか
は学問的に決まるものではなく、ニ
ーズと民主主義でしか決まりませ
ん。この議論の最先端にあるのは自
治体です。給食無償化なども地域か
ら始まって、全国化してきました。
ここは重要なポイントです。

「増税を言うと選挙で勝てない」と

言われます。しかし試算しますと、
教育、医療、介護などのライフセキ
ュリティーのコストの無償化は消費
税 6％程度の増税で実現します。こ
れは主要先進国の平均程度です。
　これによって、介護や教育が無償
化され、国民は貯金を消費に回すこ
とができて、経済の新たな循環が生
まれます。非正規雇用のカップルが
100 歳まで生きて、子どもを 3 人産
み育て、病気になっても安心して生
きられるのです。税は、「頼り合え
る社会」を創るための道具です。
　日本の政治は今、「極端主義」が
台頭しています。対話による合意形
成が消え、民主主義が衰弱していま
す。私は、痛みと喜びを分かち合う
社会のために、たたかいたい。皆さ
んには大勢の仲間がいます。
　今日の出会いが、皆さんの希望へ
の発火点となることを願っていま
す。
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　自治研賞は、1989 年に故栗山益
夫元自治労委員長のご遺族からの寄
付を契機に創設され、「自治研活動
部門」と「自治研究論文部門」の 2
部門を表彰してきました。
　新設した「自治研デビュー部門」
は、初めてレポートを提出する人・
チームを対象とし、「ホープフル賞」

（各県 1）と、「ネクストフューチャ
ー賞」（若干数）として表彰します。
副賞はふくい自治研への参加助成と
します。
　レポート応募を自治研の入口の一
つとして機能させることで自治研活
動の裾野を広げ、日常的な活動の活
性化につなげたいと考えています。

　自治研活動は、「何を研究したら
よいのかわからない」「自分にはで
きそうもない」というイメージが強
いかもしれません。
　そこで今回、過去に寄せられた
2400 本に及ぶレポート・論文の検
索機能を搭載した生成 AI によるシ
ステム「自治研 GPTs」を構築しま
した。自分の興味に合うテーマを見
つけやすくなり、等身大で自治研を
進めていくヒントを与えてもらえま
すので、初めての方でもハードルは
かなり下がるのではないかと期待し
ています。こうしたツールも活用
して、1 人でも多くの方に、自治研
にチャレンジしてほしいと思ってい

日常的な自治研活動の活性化を
自治研賞に「デビュー部門」を新設
自治労は10月に福井県で第41回地方自治研究全国集会（ふくい自治研）を開催する。
集会に先立ち、研究レポート・論文の募集が始まった。ふくい自治研を機に優れたレポ
ート・論文を表彰する地方自治研究賞（以下、自治研賞）がリニューアルし、「自治研デ
ビュー部門」が新設された。自治労本部・森 友

ゆ

紀
き

政策局長に話を聞いた。

ます。

　福井県は自治研活動を応援し合う
文化が根付いています。そんな「ふ
くい自治研スタイル」を皆さんに体
験していただきたいです。
　自治研中央推進委員会は実行委員
会とともに、集会に参加して終わり
ではなく、集会後の自治研活動を見
据えた企画作りを進めています。参
加した皆さんが、「自分にもできそ
うだ」と思ってくれるような空気感
を作りたいと考えています。
　〝わたしの自治研〟を探しに、ぜ
ひ福井にお越しください。

自治研活動が根付く福井で
自分の〝自治研〟を探してほしい

森 友紀 政策局長

熊本県本部山鹿市職連合出身


